
０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

30 30 

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

相談員へのアドバイス業務

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

弁護士による相談員へのアドバイス業務（年６回程
度）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費者教育推進非常勤職員費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

4,653 4,653 - 

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者教育推進体制強化のため非常勤職員を雇

用(1名）
2,261 - 1,130 

（講座）消費者出前専門講座、消費者教育セミナー、 食
の安全・安心の確保推進事業
（機関紙）センターだより・センターリーフレット
（啓発）バス車内放送
（相談）建築士、被害者支援団体

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

多重債務問題　外部団体と庁内関係各課による
合同研修会

10 10 - 講師謝礼

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発／住生活、生活再
建に係る相談に対し、専門家による相談窓口を設
置

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

6,954 4,663 1,160 - 合計

平成 28 年度都道府県名 石川県 市町村名 金沢市 自治体コード 172014



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 相談員が解決困難な事例が生じた時に弁護士を活用

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（講座）消費者教育セミナー実施、食の安全安心確保に向けたシンポジウムの開催
（機関紙）センターだよりを発行（年２回）、センターリーフレットの発行
（啓発）バス車内における消費生活センターPR放送の実施
（相談会）建築士、被害者支援団体に委託し、住生活、生活再建に関する専門相談を相談員の同席により実施し、多様な相談に専門的に対応するととも
に、相談員の資質向上を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者教育推進体制強化のため非常勤職員を雇用(1名）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）
悪質商法防止にかかる出前講座実施、啓発イベントなし、機関誌なし、弁護士、司法書士による多重債務専門相談あり。消費者教育に関する講座及び

食品表示・製品表示に関する講座はなし

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） 多重債務問題庁内連絡会議の開催、講師謝金等はなし

（強化） 多重債務等消費者問題に関する外部団体と庁内関係各課における連携を強化するため講師を招聘し、研修会を開催する。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,130                 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,114                 千円

うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,409  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        2,261      

31,625               

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

13,824               

30,928               前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

26,512             

4,416              

5,823              

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

20年度差 11,978             前年度差 -710               千円25,802             千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数 人

今年度末予定

相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4            人

人

人

今年度末予定 4            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 有

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

4            

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

4            

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 3,133 707 1,310 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

参考図書購入費、法令追録代

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

法執行の強化 31 31 

広報誌記事掲載、講座用教材、リーフレット、啓発物
品、啓発冊子、通話録音装置等設置

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発、研修会の開催、
通話録音装置等の設置

676 676 

旅費、受講費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（１名）の雇用 2,231 1,115 非常勤職員報酬、社会保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県外研修への参加支援（相談員、行政職員） 195 195 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

172022 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 七尾市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存） なし

（強化） 執務参考図書を購入し法執行を強化

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 兼務の担当職員が相談業務を実施

（強化） 消費生活相談員（非常勤職員）1名を新たに配置（平成22年4月から）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）
広報紙でスペースを確保できれば啓発記事を掲載、職員による講座開催、啓発チラシの作成、消費生活改善推進員への啓発教材の配布、弁護士等に
よる庁内研修会は実施なし

（強化）
広報誌記事掲載、出前講座用教材の活用、新成人向け・高校生向け・高齢者向けリーフレットの配布（計1,800部）、啓発カードルーペ（1,000枚）、民生委
員向け啓発冊子の配布（210冊）、草の根消費者教室、多重債務庁内連絡会研修会の開催、通話録音装置設置業務委託

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県が開催する担当者研修会に担当職員1名が年3回参加

（強化） 相談員等のレベルアップのため、国民生活センターの実施する研修に相談員及び担当職員3名が各1回参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 1,088              千円 前年度差 -43                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,555              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,115                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 3,572                 千円

うち交付金等対象経費 2,017              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,598              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,114                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,973              千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,571                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        2,231      

平成20年度の消費者行政予算 467                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,581  

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センターが実施する研修に年１回参加支援している

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 5,480 2,498 1,368 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

講座・セミナーの開催（講師謝金・旅費），啓発リーフレッ
ト・グッズの購入，広報掲載料，消費啓発推進隊員謝
金，家庭用品品質表示法改正啓発

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発 2,634 2,498 

旅費，負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の雇用（1名） 2,721 1,243 
非常勤職員報酬，社会保険料，相談員産休による人夫
賃金対応分

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県外研修への参加支援（相談員及び行政職員） 125 125 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

172031 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 小松市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 担当職員が相談業務を実施

（強化） 消費生活相談員（非常勤職員）１名を継続配置

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） くらしのナイトアカデミー（夜間），タイムリーな情報についてのみ掲載枠があれば，広報誌へ掲載

（強化）
広報誌に消費生活コーナーを設置し，相談窓口の周知及び情報提供を行う。悪質商法被害防止のため，啓発物品を配布。幅広い年齢層に対応した講
座の開催。消費啓発推進隊員による老人会等での啓発活動。若者向けに講座開催。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター，県の研修会への行政職員１名の参加

（強化） 消費生活相談員及び行政職員の資質向上のため，県内外への研修へ参加できるよう旅費等の支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 165                 千円 前年度差 387                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,614              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,243                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 5,480                 千円

うち交付金等対象経費 3,866              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,227              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,226                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 4,141              千円

千円

前年度の消費者行政予算 5,368                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        2,721      

平成20年度の消費者行政予算 1,449                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,868  

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 803 724 79 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発用冊子、防犯ステッカー作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発 724 724 

研修参加旅費、研修費、教材費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談等に従事する職員の県内・県外研修への参
加

79 79 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

172049 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 輪島市 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）
市の広報誌に消費生活に関する情報を年８回掲載、市のケーブルテレビにより急を要する啓発情報を年２回放送、申し込みにより職員による出前講座を

実施

（強化） 消費者トラブル防止のための啓発用冊子の作成、防犯ステッカーの作成、消費生活出前講座の実施

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県が開催する担当者研修会やセミナーに担当職員１名が年３回参加

（強化） 国民生活センター等が開催する県外での研修へ年１回、県内での研修へ年１回、相談等に従事する職員１名が参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 508                 千円 前年度差 608                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,301              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 2,104                 千円

うち交付金等対象経費 803                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 693                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 368                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,061                 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 793                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 珠洲市 自治体コード 017205 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

155 154 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

県外研修旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

職員の県外研修の参加支援

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発 733 732 
消費者講座の開催（講師謝礼金、講師旅費、会場使用
料）、啓発用品の購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

888 732 154 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター等が主催する、県外研修に職員２名が各１回参加できるように支援。また、県が主催する担当者研修に参加。

（強化） 国民生活センター等が主催する、県外研修に職員２名が各１回参加できるように支援。また、県が主催する担当者研修に参加。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 啓発チラシの配布、消費者講座を複数回開催、最新事例に対応できるように参考図書の購入。

（強化） 小中学生にパンフレットを配布、啓発用品の配布、消費者講座を複数回開催。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 43                     千円

前年度の消費者行政予算 536                    千円

うち交付金等対象経費 533                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3                    千円

今年度の消費者行政予算 888                    千円

うち交付金等対象経費 886                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2                    千円 20年度差 -41                 千円 前年度差 -1                   千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 加賀市 自治体コード 172065 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活センター開設　周知・啓発 215 215 
センター設置周知用グッズ作成、センター開設備品の
購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

112 84 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談職員の県外研修への参加支援（2名）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための市民への啓発 943 861 消費者教育講座、啓発チラシ・グッズの作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

1,270 861 299 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 消費者相談窓口の設置

（強化） 消費生活センターを新規に設置し、周知を図る

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター主催の研修に相談担当職員1名が年1回参加

（強化） 相談員および行政職員のレベルアップのため、国民生活センターの実施する研修に年2回参加できるように支援（うち1回はPIO-NETの操作研修）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 広報記事の掲載、高齢者向けに相談担当職員による出前講座の開催、一般市民を対象とした専門家による消費啓発講座（1回）の開催

（強化） 高齢者（老人クラブ等）や高齢者と関わる機会の多い人（介護事業者等）を対象とした消費者講演会の開催、消費者被害防止啓発グッズの作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 2,849                 千円

前年度の消費者行政予算 3,692                 千円

うち交付金等対象経費 1,044              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,648              千円

今年度の消費者行政予算 3,976                 千円

うち交付金等対象経費 1,160              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,816              千円 20年度差 -33                 千円 前年度差 168                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 県外開催の研修参加のための旅費、受講料を支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 羽咋市 自治体コード 172073 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活支援ｾﾝﾀｰ機能強化 100 100 パンフレットラック整備及び専門図書購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

139 139 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費及び受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（1名）の雇用 2,640 1,320 非常勤職員報酬及び社会保険料等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県、県消費生活支援ｾﾝﾀｰ主催及び国民生活ｾﾝ
ﾀｰ等主催研修への参加支援（相談員及び行政職
員）

啓発パンフレット・グッズ作成費及び研修会開催費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発 546 546 啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ｸﾞｯｽﾞ作成費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

地域活動団体などと連携した高齢者の見守り体制
に関する啓発事業・研修会開催

200 200 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

3,625 746 1,559 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）
平成21年度には専用の相談室を整備し、PIO-NET及び相談対応に必要な機材、機器（ﾊﾟｿｺﾝ、相談机等）を設置し、専門図書等の執務図書を整備し、
相談体制の強化を図り、平成25年4月1日に消費生活ｾﾝﾀｰを新設した。

（強化）
更なる相談体制強化を図るため、専門図書の充実を図るとともに、パンフレット等を分類整理するパンフレットラックを設置し、相談者が資料を気軽に閲覧
できる環境を整える。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県等が開催する担当者研修会に相談員及び行政職員が参加してきた。

（強化）
相談員および行政職員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟのため、国民生活ｾﾝﾀｰをはじめ、各種機関の実施する研修に相談員及び行政職員が複数回参加できるよう支援す
る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 平成25年4月から消費生活相談員（非常勤職員）１名を新たに配置し相談業務を実施してきた。

（強化） 引き続き、消費生活相談員（非常勤職員）を配置し相談業務にあたるとともに、行政職員の相談業務ｻﾎﾟｰﾄ体制を強化する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 庁舎掲示板、広報誌にて周知活動を実施するとともに、新社会人歓迎式や地域自治会に対して出前講座を実施し、講演や資料配布を行ってきた。

（強化）
様々な団体の会議等の場を活用し、その対象にあったﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の作成、資料配布や講話を行う。また、消費生活推進員と連携し、より幅広い啓発を図
る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） PTAや食育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等と連携した子どもの安心安全に関する研修会を開催し、地域の子どもの安全について連携を強化する。

（強化） 地域包括支援センターのほか生活学校など、地域で活動する団体と連携し、啓発事業及び研修会を実施し地域に根差した啓発活動の充実を図る。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,100  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        2,640      

平成20年度の消費者行政予算 164                    千円

前年度の消費者行政予算 3,426                 千円

うち交付金等対象経費 2,225              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,312                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,201              千円

今年度の消費者行政予算 3,660                 千円

うち交付金等対象経費 2,305              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,320                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,355              千円 20年度差 1,191              千円 前年度差 154                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 有

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 かほく市 自治体コード 172090 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

193 193 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の雇用【交付金】 3,044 1,522 非常勤職員報酬、社会保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県外研修への参加支援（行政職員１名、相談員１
名）【交付金】

協力員活動謝礼（延べ１８４時間）、オリジナル寸劇等
リーフレット作成用紙、出前講座・イベント参加者用缶
バッジ作成

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発【交付金】 2,647 2,647 

消費者力アップセミナーの開催、お金のハテナ塾の開
催、子どもかるた８枚組セット、センター周知用ボールペ
ン、中学生等啓発メッセージクリアファイル、お買い物
ゲームの作成、複合機トナー、高速印刷機インク、啓発
用接着ボード、啓発用保存版パンフレット作成、洗濯表
示変更リーフレット作成、消費者川柳の募集、啓発物品
等の保管庫整理棚

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

消費生活サークルひだまり（H25.4.26結成）啓発
事業の実施【交付金」

516 516 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

6,400 3,163 1,715 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センターが開催する相談員研修に１名派遣

（強化） さらに、相談員のレベルアップのため、県外で実施する研修に行政職員１名と相談員１名が参加できるよう支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 行政職員１名（人事異動あり）を専任化し、相談業務を実施

（強化） 加えて消費生活相談員（非常勤職員）１名を新たに配置（平成２３年４月より）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 金融に関する親子教室や一般市民向けのセミナーの開催、啓発リーフレットの配布、広報紙及びケーブルテレビを利用し緊要な情報を発信

（強化）
さらに、対象を小中学生、若者に拡大した啓発物品を作成、広報紙に記事を掲載、新成人等に啓発ボールペンを配布、高齢者向け啓発用寸劇を敬老
会や出前講座およびケーブルテレビで発信、消費者力アップセミナーを開催、手話入れした寸劇を作成、消費者川柳を募集し市の様々な媒体で発信、
寸劇等啓発物品等の保管庫の整備した。さらに、お金のハテナ塾の開催、お買い物ゲームの作成するなど啓発事業を拡充

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） 市が行う出前講座や敬老会など、消費生活推進員３人とともに寸劇や高齢者教室などを行ってきた

（強化）
さらに、市民からなる消費生活サークルひだまり（平成２５年４月２６日結成）として、メンバーが市内学童保育クラブや保育園、幼稚園また各地域の活動等
を利用し、市民が消費者被害に遭わないよう寸劇や子ども向け金融教育など、年齢に応じた啓発活動を拡充して実施

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,845  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計 追加的総費用

1        3,044      

平成20年度の消費者行政予算 345                    千円

前年度の消費者行政予算 6,903                 千円

うち交付金等対象経費 5,083              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,503                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,820              千円

今年度の消費者行政予算 7,021                 千円

うち交付金等対象経費 4,878              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,522                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,143              千円 20年度差 1,798              千円 前年度差 323                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 消費生活相談員の報酬を月額2,500円増額する

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 白山市 自治体コード 172103 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

240 210 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費相談員等のレベルアップのための研修参加
支援（４名・県内外）

声かけ業務委託料、チラシ印刷製本費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止啓発物品の作成配布、
消費情報等の提供のためイベント実施、
消費生活サポータｰ活動支援、「188」周知啓発事業

2,094 1,920 
啓発カレンダー印刷製本費、イベント演者謝金、旅費、
チラシ印刷製本費、会場設営委託料、188啓発物品消
耗品費、188啓発バスアナウンス業務など

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

高齢者の消費トラブル防止声かけ事業 156 153 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

2,490 2,073 210 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センターで実施される研修に参加する相談員（一般職員）１名の旅費、研修費を負担

（強化） 相談員及び行政職員のレベルアップのため、国民生活センター等で実施される研修に担当職員４名が参加できるように旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 市職員による啓発出前講座の開催、市広報を利用し、県から配信される消費生活関連情報の提供

（強化）
消費者トラブル防止及び消費生活ホットライン「188」啓発資材（チラシ、カレンダー、啓発物品、バスアナウンスなど）の作成・配布等による消費トラブルの
未然防止、消費生活サポーター啓発活動支援、イベント（消費啓発落語）による無関心層への周知、出前講座での啓発資材配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 高齢者を消費トラブルから守るため民生児童委員に啓発、見回りを依頼し、会話を通して消費者トラブルの被害を未然に防ぐ声かけ事業の実施

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 113                 千円

前年度の消費者行政予算 2,202              千円

うち交付金等対象経費 2,162              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 40                   千円

今年度の消費者行政予算 2,732              千円

うち交付金等対象経費 2,283              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 449                 千円 20年度差 336                 千円 前年度差 409                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 能美市 自治体コード 172111 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

115 115 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員1名配置 1,028 514 非常勤職員報酬、社会保険料、費用弁償（交通費）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員及び職員の県内外での研修への参加支援

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発 277 277 

21 21 

消費者教育の啓発用品購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

執務参考図書購入

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

法執行強化

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

1,441 298 629 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県開催の研修に参加のための旅費を支給

（強化） さらに充実している国民生活センター、他省庁等開催の研修に参加できるように旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 兼務の担当職員が相談業務を実施

（強化） 消費生活相談員（非常勤職員）1名を新たに設置（H22.4から）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）
県から講師の派遣を受け、一般市民向け及び高齢者向けの相談会を年10回実施。市広報誌にスペースがあれば緊急な消費生活相談情報について年2
回程度掲載

（強化） 各年齢層にあった啓発グッズ・リーフレットを作成し、出張学習会等で配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存） なし

（強化） 執務参考資料を購入し法執行を強化

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,104  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        1,028      

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 1,576                 千円

うち交付金等対象経費 943                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 494                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 633                 千円

今年度の消費者行政予算 1,578                 千円

うち交付金等対象経費 927                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 514                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 651                 千円 20年度差 651                 千円 前年度差 18                   千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 野々市市 自治体コード 017212 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

282 282 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費（常勤職員２名、非常勤職員１名）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（１名）の雇用 2,777 1,388 消費生活相談員への報酬

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員及び職員の県内外での研修への参加支援

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者教育の推進、被害防止のための啓発 1,777 1,777 

・敬老会や成人式等で配布するパンフレットや啓発グッ
ズ等の作成、購入
・研修会及び講座の開催（講師謝礼。教材購入、資料
作成）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

4,836 1,777 1,670 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県が主催する研修会に担当職員が年３回参加した。

（強化） 国民生活センターが主催する研修会に相談員及び担当職員が参加し、相談技術のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談員（非常勤職員）１名を配置。（平成21年10月）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 広報紙に年３～４回啓発記事を掲載。窓口に購入したチラシを配置。専門家による相談会実施なし。

（強化） 敬老会や成人式等に啓発資材及びリーフレットを配布。回覧チラシを作成し、市民への注意喚起を行う。敬老会、学校及び団体を対象とした講師派遣。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,860  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計 追加的総費用

1        2,777      

平成20年度の消費者行政予算 52                     千円

前年度の消費者行政予算 6,649                 千円

うち交付金等対象経費 4,691              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,328                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,958              千円

今年度の消費者行政予算 5,490                 千円

うち交付金等対象経費 3,447              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,388                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,043              千円 20年度差 1,991              千円 前年度差 85                   千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の研修履修状況又は資格取得状況に応じて段階的に改善する。

②研修参加支援 ○ 相談員の技術向上のため、関係機関が実施する研修会等への参加を支援する。

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 川北町 自治体コード 173240 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

6 6 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

相談員の県内での研修への参加支援

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

消費者被害によるトラブル防止のための事業 176 176 啓発用チラシ等の作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

182 176 6 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 県開催の研修に相談担当職員が参加できるよう旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（消費者の安心・安全を確保するた
めの取組）

（既存） なし

（強化） 啓発用チラシ等の全戸配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（地域の多様な主体等との連携の
強化を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 136                   千円

うち交付金等対象経費 136                千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                    千円

今年度の消費者行政予算 182                   千円

うち交付金等対象経費 182                千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                    千円 20年度差 -                    千円 前年度差 -                    千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 津幡町 自治体コード 173614 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

150 150 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（1人）の雇用 2,399 1,199 非常勤職員報酬、社会保険料、費用弁償（交通費）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県内外の研修への参加支援

講師謝礼、委託料

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発 586 521 5 
啓発用グッズ・パンフレット、執務参考図書等の購入、
講師謝礼

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

消費生活サポーターの養成 190 190 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

3,325 711 1,354 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員が県実施の研修に参加

（強化） 毎年新たな手口が増えるため、消費生活相談員のレベルアップのため、県外の研修にも参加できるよう支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員（非常勤職員）1人を平成24年4月から配置

（強化） 継続した相談もあるため、引き続き専任として消費生活相談員を配置、さらに、相談員の処遇を改善

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害未然防止のため啓発冊子やグッズを作成し、出前講座等で配布、派遣講師による出前講座を開催

（強化） 消費生活相談員や派遣講師による出前講座を増加し、啓発物品を配布。参考図書を購入し啓発に役立てる

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 地域とのネットワーク作りのため、消費生活サポーター養成講座を開催し、修了者を登録する

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,922  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計 追加的総費用

1        2,399      

平成20年度の消費者行政予算 -                       千円

前年度の消費者行政予算 3,542                 千円

うち交付金等対象経費 2,276              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,184                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 1,266              千円

今年度の消費者行政予算 3,325                 千円

うち交付金等対象経費 2,065              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,199                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 1,260              千円 20年度差 1,260              千円 前年度差 -6                   千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬額を162,200円から164,700円に引き上げる

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 内灘町 自治体コード 017365 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

68 68 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談員旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（１名）雇用 955 477 パート半日勤務、雇用保険

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

専門・事例講座への参加

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発 553 553 
啓発講座の講師謝礼、啓発グッズ・チラシ作成
洗濯表示変更町広報刷込み

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

1,576 553 545 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化） 消費生活相談員のレベルアップ

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化） 消費生活相談員（パート）１名配置し、相談業務の充実を図る

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 高齢者・一般を対象に啓発講座開催、高齢者対象の出前講座実施、被害防止や相談周知の為の啓発グッズや冊子の作成

（強化） 消費生活啓発講演会（１回）・出前講座（随時）開催、洗濯表示変更啓発チラシ作成及び町広報刷込み

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,040  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        955         

平成20年度の消費者行政予算 108                    千円

前年度の消費者行政予算 1,608                 千円

うち交付金等対象経費 1,130              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 477                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 478                 千円

今年度の消費者行政予算 1,608                 千円

うち交付金等対象経費 1,098              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 477                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 510                 千円 20年度差 402                 千円 前年度差 32                   千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 専門講座・事例講座受講

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 志賀町 自治体コード 173843 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

150 150 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 2,105 935 嘱託職員腐臭、社会保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修への参加支援

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発
高度な消費生活相談への対応

1,205 1,020 137 
パンフレット（消費生活情報及び洗濯表示の変更）購入
費、啓発グッズ購入費、講演委託料、弁護士費用

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

3,460 1,020 1,222 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県が開催する担当者研修会に担当職員１名が年２回参加

（強化） 国民生活センター開催の研修に２名が各１回、県開催の研修に担当者１名が３回参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員（嘱託職員）１名を新たに配置

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
各世帯に消費生活情報のパンフレットを配布、町主催事業におけるチラシ及び啓発グッズの配布、講演会による啓発活動、弁護士等の活用により、専門
的な消費生活相談への対応能力の向上

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千 .

５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        244     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計 追加的総費用

1        2,105      

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 2,824                 千円

うち交付金等対象経費 1,925              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 905                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 899                 千円

今年度の消費者行政予算 3,460                 千円

うち交付金等対象経費 2,242              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 935                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,218              千円 20年度差 1,218              千円 前年度差 319                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 臨時職員から嘱託職員となり、報酬が増えた

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 793 455 236 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発用パンフレット（洗濯表示の変更等）、グッズ作成及
び消費者被害防止講座開催費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止啓発 455 455 

研修会参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置 204 102 相談員報酬

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員、担当職員研修支援 80 80 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

図書購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談窓口の整備 54 54 

173860 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 宝達志水町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化） 相談体制整備のために消費生活相談員を配置する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 町広報誌やケーブルテレビ等の活用及び被害防止講座により消費者被害防止啓発を実施。

（強化） 地域住民の多く集まる機会を活用し、消費者被害防止の啓発グッズ配布や児童・生徒や高齢者などを対象とした講座を開催する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費生活担当者の研修会等への参加支援。

（強化） 消費生活相談員及び担当者の研修会等への参加及び旅費支援。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 消費者からの相談対応強化のため、参考図書や資料を配備し相談体制を整える。

（強化） 適切な相談対応ができるように、幅広い知識と情報の収集を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 102                 千円 前年度差 82                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 102                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 102                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 793                    千円

うち交付金等対象経費 691                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 20                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 500                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 520                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        204         

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        252     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 10      人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 1        人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員配置に伴い、相談員のレベルアップ研修への参加を促進する。

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 716 237 249 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発パンフレットの作成、消費者講座の開催（講師謝
礼）、消費者行政ＰＲコーナーの拡充（啓発用図書）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発 247 237 10 

研修参加に係る旅費、研修費及び教材費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（1名）の雇用 460 230 非常勤職員報酬（相談対応週3回、研修参加日当）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談窓口の機能強化 9 9 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

174076 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 中能登町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 兼務の担当職員が相談業務を実施。

（強化） 消費生活相談員1名を配置（平成22年4月から）、消費生活相談員の研修参加。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 町職員による出前講座の開催（年１回程度）、緊要な情報についてスペースがあれば広報誌に掲載（年１回程度）。

（強化） 啓発パンフレットの作成・配布（一般用500部、若者用250部、高齢者用1,200部）や消費者行政PRコーナーの拡充（啓発用図書）、専門家による消費生活講座の開催。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費生活相談員自身の知識で相談業務を実施。

（強化） 研修参加による専門的な知識の習得で資質向上を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 230                 千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 230                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 230                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 716                    千円

うち交付金等対象経費 486                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 230                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 230                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 503                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 733                    千円

対象人員数計 追加的総費用

1        460         

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        525     

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 年2回程度の研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 480 379 75 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

小・中学生の消費生活ノート、だまされない宣言ハンド
ブック、消費生活被害啓発用品の購入等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発グッズ 400 379 

旅費及び受講料

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター及び推進事業対応講座による
消費者行政職員の研修への参加支援（１名）

80 75 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

174611 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 穴水町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化） 消費者被害未然防止のため啓発グッズ・ハンドブック等を作成し、小・中学生や出前講座の参加者に配布する

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県が実施する研修会へ担当職員が参加

（強化）
消費者行政の推進に必要な知識の習得や相談対応能力強化のため、国民生活センターや日本消費者協会等が主催する研修会へ消費者行政担当職
員が参加出来るよう支援の継続を図る

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 26                   千円 前年度差 23                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 26                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 480                    千円

うち交付金等対象経費 454                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 522                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 525                    千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 321 182 124 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

啓発チラシ・周知グッズ作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発・消費者行政窓口
の周知

182 182 

旅費（県内・県外）、負担金（研修受講料）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費者行政担当職員研修参加 139 124 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

174637 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 能登町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 町広報誌に毎月啓発記事を掲載・出前講座の実施

（強化） 相談窓口の周知を兼ねた消費者グッズを配布し、消費者教育の充実を図る

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県開催の研修に相談担当職員が参加

（強化） 担当職員のレベルアップのため、県及び国民生活センター等が開催する研修等に参加できるよう旅費を支援する

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -6                   千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 15                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 321                    千円

うち交付金等対象経費 306                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 15                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 340                 千円

千円

前年度の消費者行政予算 355                    千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 21                     

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 3,493 114 1,842 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

専門家謝金

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

消費生活関係の研修会の開催 114 114 講師謝金，講師旅費，需用費（参考資料等購入）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

弁護士・司法書士等の専門家派遣 50 50 

研修旅費，自家用車公務使用料，負担金（受講料）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の雇用 3,073 1,536 消費生活相談員報酬，共済費，費用弁償（交通費）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県内外で行われる研修の参加支援 256 256 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

178462 平成 28 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 石川県 市町村名 奥能登広域圏事務組合 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 介護・福祉関係職員等の高齢者を見守る方々を対象に消費生活に関する研修会を行い、消費者トラブルの未然防止・被害縮小に努める。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員（非常勤職員）1名を継続配置（Ｈ22年4月1日）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 弁護士・司法書士等の専門家への協力を依頼することで相談室の相談解決強化を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 県及び国民生活センターの実施する研修に参加し、相談員等の更なるスキルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 2,026              千円 前年度差 -56                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,026              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,536                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 3,982                 千円

うち交付金等対象経費 1,956              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,082              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,536                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,900              千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,982                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1        3,073      

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,860  

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定
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